
1

モニタリングと監査
○モニタリングとは

監査が適正であるかどうか、検証を行うこと。

研究推進・管理課は、不正防止計画の推進部署として、最高管理責任者、統括管理責任者及びｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推
進責任者の指揮下でモニタリングを行う。

○不正防止計画推進部署の位置づけ及び内部監査部門との関係

最高管理責任者＜館長＞
統括管理責任者＜理事＞

ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進責任者＜経営管理部長＞

不正防止計画推進部署＜研究推進・管理課＞

指揮

モニタリング

公的研究費の不正防止計画の進捗

不正を防止するための具体的対応等

内部監査部署＜財務課＞
・内部監査を不定期に実施
・監査報告書は毎年取りまとめて職員に周知


